
安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年３月２７日 

 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

 

安城市条例第１６号 

 

安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

安城市国民健康保険税条例（昭和３３年条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「１００分の６．１６」を「１００分の６．７５」に改める。 

第５条中「２５，７００円」を「２８，９００円」に改める。 

第６条第１号中「１７，４００円」を「１８，８００円」に改め、同条第２号中

「８，７００円」を「９，４００円」に改め、同条第３号中「１３，０５０円」を

「１４，１００円」に改める。 

第７条中「１００分の２．８４」を「１００分の２．７８」に改める。 

第９条中「１１，５００円」を「１１，７００円」に改める。 

第１０条第１号中「７，８００円」を「７，６００円」に改め、同条第２号中「

３，９００円」を「３，８００円」に改め、同条第３号中「５，８５０円」を「５

，７００円」に改める。 

第１２条中「１１，５００円」を「１１，７００円」に改める。 

第２７条第１項第１号ア中「１７，９９０円」を「２０，２３０円」に改め、同

号イ（ア）中「１２，１８０円」を「１３，１６０円」に改め、同号イ（イ）中「

６，０９０円」を「６，５８０円」に改め、同号イ（ウ）中「９，１３５円」を「

９，８７０円」に改め、同号ウ中「８，０５０円」を「８，１９０円」に改め、同

号エ（ア）中「５，４６０円」を「５，３２０円」に改め、同号エ（イ）中「２，

７３０円」を「２，６６０円」に改め、同号エ（ウ）中「４，０９５円」を「３，

９９０円」に改め、同号オ中「８，０５０円」を「８，１９０円」に改め、同項第



２号ア中「１２，８５０円」を「１４，４５０円」に改め、同号イ（ア）中「８，

７００円」を「９，４００円」に改め、同号イ（イ）中「４，３５０円」を「４，

７００円」に改め、同号イ（ウ）中「６，５２５円」を「７，０５０円」に改め、

同号ウ中「５，７５０円」を「５，８５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，９０

０円」を「３，８００円」に改め、同号エ（イ）中「１，９５０円」を「１，９０

０円」に改め、同号エ（ウ）中「２，９２５円」を「２，８５０円」に改め、同号

オ中「５，７５０円」を「５，８５０円」に改め、同項第３号ア中「５，１４０円

」を「５，７８０円」に改め、同号イ（ア）中「３，４８０円」を「３，７６０円

」に改め、同号イ（イ）中「１，７４０円」を「１，８８０円」に改め、同号イ（

ウ）中「２，６１０円」を「２，８２０円」に改め、同号ウ中「２，３００円」を

「２，３４０円」に改め、同号エ（ア）中「１，５６０円」を「１，５２０円」に

改め、同号エ（イ）中「７８０円」を「７６０円」に改め、同号エ（ウ）中「１，

１７０円」を「１，１４０円」に改め、同号オ中「２，３００円」を「２，３４０

円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，８５５円」を「４，３３５円」に改め、

同号イ中「６，４２５円」を「７，２２５円」に改め、同号ウ中「１０，２８０円

」を「１１，５６０円」に改め、同号エ中「１２，８５０円」を「１４，４５０円

」に改め、同項第２号ア中「１，７２５円」を「１，７５５円」に改め、同号イ中

「２，８７５円」を「２，９２５円」に改め、同号ウ中「４，６００円」を「４，

６８０円」に改め、同号エ中「５，７５０円」を「５，８５０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

 


